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(57)【要約】
【課題】複数の穴を有する薄板形状部品を含む構造体の
衝突安全性又は剛性をコンピュータシミュレーションで
効率良く解析すること。
【解決手段】薄板形状部品を含む薄板構造体の衝突解析
又は剛性解析では、入力された薄板形状部品の形状、物
性値及び物理量のデータを元に、薄板構造体の解析モデ
ルを作成し、複数の穴を配置する前記薄板形状部品の一
部の領域を決定し、該領域の物性値及び物理量のデータ
を、予め複数の穴を有する金属試験片に対して実施した
引張試験及び／又は曲げ試験により求めた見かけの応力
－歪関係に基づいて算出した物性値及び物理量のデータ
に置き換え、当該領域について算出した物性値及び物理
量のデータに置き換えられた薄板形状部品の構造体を対
象として衝突解析又は剛性解析を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の穴を有する薄板形状部品を一つ又は複数含んで構成される薄板構造体の衝突特性
又は剛性の特性解析を行う衝突特性又は剛性解析処理方法であって、
　薄板形状部品の形状、物性値及び物理量のデータを入力する形状材料特性データ入力ス
テップと、
　前記薄板形状部品の形状、物性値及び物理量に基づいて、薄板構造体の解析モデルを作
成する解析モデル作成ステップと、
　複数の穴を配置する前記薄板形状部品の一部の領域を決定し、該領域の物性値及び物理
量のデータを、複数の穴を有する所定形状の薄板試験片に対して実施した引張試験及び／
又は曲げ試験により求めた見かけの応力－歪関係に基づいて算出した物性値及び物理量の
データに置き換えるデータ置換ステップと、
　前記一部の領域の物性値及び物理量のデータを置き換えた薄板形状部品を対象として衝
突解析又は剛性解析を行う特性解析ステップと、
を有することを特徴とする衝突特性又は剛性解析処理方法。
【請求項２】
　前記データ置換ステップにおいて、置き換える前記物性値及び物理量のデータを、引張
試験及び／又は曲げ試験に基づいて算出する代わりに、数値計算により算出することを特
徴とする請求項１に記載の衝突特性又は剛性解析処理方法。
【請求項３】
　前記物性値及び物理量は、板厚、弾性係数、塑性係数の何れか１種又は２種以上を含む
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の衝突特性又は剛性解析処理方法。
【請求項４】
　更に、薄板形状部品の衝突特性又は剛性が所定値以上となるまで、データ置換ステップ
において前記物性値及び物理量のデータを置換する領域を変えた後、特性解析ステップを
繰返し行い、衝突特性又は剛性が所定値以上となる複数の穴を有する領域を特定する領域
特定ステップを有することを特徴とする請求項１乃至３の何れか一項に記載の衝突特性又
は剛性解析処理方法。
【請求項５】
　前記複数の穴が直径１０ｍｍ以下の穴であり、隣接する穴の中心間の距離が穴の平均径
の１．１～１０倍であることを特徴とする請求項１乃至４の何れか一項に記載の衝突特性
又は剛性解析処理方法。
【請求項６】
　複数の穴を有する薄板形状部品を一つ又は複数含んで構成される薄板構造体の衝突特性
又は剛性の特性解析を行う衝突特性又は剛性解析処理装置であって、
　薄板形状部品の形状、物性値及び物理量のデータを入力する形状材料特性データ入力手
段と、
　入力された前記薄板形状部品の形状、物性値及び物理量に基づいて、前記薄板構造体の
解析モデルを作成する解析モデル作成手段と、
　複数の穴を配置する前記薄板形状部品の一部の領域を決定し、該領域の物性値及び物理
量のデータを、複数の穴を有する所定形状の薄板試験片に対して実施した引張試験及び／
又は曲げ試験により求めた見かけの応力－歪関係に基づいて算出した物性値及び物理量の
データに置き換えるデータ置換手段と、
　前記一部の領域の物性値及び物理量のデータを置き換えた前記薄板形状部品を対象とし
て衝突解析又は剛性解析を行う特性解析手段と、
を有することを特徴とする衝突特性又は剛性解析処理装置。
【請求項７】
　データ置換手段において、置き換える前記物性値及び物理量のデータを、引張試験及び
／又は曲げ試験に基づいて算出する代わりに、数値計算により算出することを特徴とする
請求項６に記載の衝突特性又は剛性解析装置。
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【請求項８】
　前記物性値及び物理量は、板厚、弾性係数、塑性係数の何れか１種又は２種以上を含む
ことを特徴とする請求項６又は７に記載の衝突特性又は剛性解析処理装置。
【請求項９】
　前記薄板形状部品の剛性又は衝突特性が所定値以上となるまで、データ置換手段におい
て前記物性値及び物理量を置換する領域を変えた後、特性解析手段において衝突解析又は
剛性解析を繰返し行い、衝突安全性又は剛性が所定値以上となる複数の穴を有する領域を
特定する領域特定手段を有することを特徴とする請求項６乃至８の何れか一項に記載の衝
突特性又は剛性解析処理装置。
【請求項１０】
　前記複数の穴が直径１０ｍｍ以下の穴で、隣接する穴の中心間の距離が穴の平均径の１
．１～１０倍であることを特徴とする請求項６乃至９の何れか一項に記載の衝突特性又は
剛性解析処理装置。
【請求項１１】
　複数の穴を有する薄板形状部品を一つ又は複数含んで構成される薄板構造体の衝突特性
又は剛性の特性解析をコンピュータで実行させる衝突特性又は剛性解析処理プログラムで
あって、
　薄板形状部品の形状、物性値及び物理量のデータを入力する形状材料特性データ入力ス
テップと、
　前記薄板形状部品の形状、物性値及び物理量を元に、薄板構造体の解析モデルを作成す
る解析モデル作成ステップと、
　複数の穴を配置する前記薄板形状部品の一部の領域を決定し、前記領域の物性値及び物
理量のデータを、予め複数の穴を有する金属パネルに対して実施した引張試験及び／又は
曲げ試験により求めた見かけの応力－歪関係に基づいて算出した物性値及び物理量のデー
タに置き換えるデータ置換ステップと、
　前記一部の領域の物性値及び物理量のデータを置き換えた薄板形状部品を対象として剛
性解析又は衝突解析を行う特性解析ステップと、
をコンピュータに実行させることを特徴とする衝突特性又は剛性解析処理プログラム。
【請求項１２】
　データ置換ステップにおいて、物性値及び物理量のデータを、引張試験及び／又は曲げ
試験に基づいて算出する代わりに、数値計算により算出することを特徴とする請求項１１
に記載の衝突特性又は剛性解析処理プログラム。
【請求項１３】
　前記物性値及び物理量は、板厚、弾性係数、塑性係数の何れか１種又は２種以上を含む
ことを特徴とする請求項１１又は１２に記載の衝突特性又は剛性解析処理プログラム。
【請求項１４】
　更に、薄板形状部品の衝突特性又は剛性が所定値以上となるまで、データ置換ステップ
において前記物性値及び物理量を置換する領域を変えた後、特性解析ステップを繰返し行
い、衝突安全性又は剛性が所定値以上となる複数の穴を有する領域を特定する領域特定ス
テップを有することを特徴とする請求項１１乃至１３の何れか一項に記載の衝突特性又は
剛性解析処理プログラム。
【請求項１５】
　前記複数の穴が直径１０ｍｍ以下の穴であり、隣接する穴の中心間の距離が穴の平均径
の１．１～１０倍であることを特徴とする請求項１１乃至１４の何れか一項に記載の衝突
特性又は剛性解析処理プログラム。
【請求項１６】
　請求項１１乃至１５の何れか一項に記載の衝突特性又は剛性解析処理プログラムを記録
したことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、自動車用部材などに使用され、衝突安全性能や強度剛性特性が必要とされる
薄板形状部品を設計する際に、その薄板形状部品が複数の穴を有していても、衝突特性や
剛性特性を効率良く数値解析することができる解析方法、その解析装置、その解析方法を
コンピュータに実行させるプログラム、及び、その記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鋼板製の、例えば、家電部材、建材、ドアやバンパーなどの自動車用部材の多くは、鋼
板をプレス成形することにより製造されている。近年、それらの部材に対する軽量化の要
求が高まっており、その要求を実現するために、高強度を有する鋼板を使用することによ
って、鋼板を薄手化するなどの対応が図られている。
【０００３】
　しかしながら、鋼板の高強度化に伴い、プレス成形による製品形状の確保には厳しい管
理が必要となっている。その厳しい管理において、重要な項目の一つとなるのが、プレス
成形後のスプリングバックであり、これは、プレス成形時に鋼板に生じた残留応力を駆動
力として、鋼板の弾性変形分が弾性回復する変形である。
【０００４】
　複雑形状を有する実部品で、このようなスプリングバックが発生した場合、所望の成形
製品を得るためにどのような対策をとるかは、技術者の経験に依存することになる。結局
、その成形法による金型と実際の鋼板とによるトライアンドエラーテストが必要になり、
金型修正費用やその期間が増大し、自動車等の開発工程や開発費に影響を与えることとな
り、より大きな問題となっている。
【０００５】
　これに対して、プレス成形前のブランクの一部に、予め、穴を開けておくことでプレス
成形時に発生する応力を緩和し、スプリングバックを低減する方法が提案されている（特
許文献１）。また、特許文献１には、プレス成形した後に成形品の一部に穴を開けること
で、プレス成形時に発生する応力を緩和し、スプリングバックを低減する方法についても
記載されている。これらの方法では、成形上の課題を解決できるのみでなく、部品の重量
を低減することにも効果がある。
【０００６】
　一方、昨今では、自動車の開発工数およびコスト削減のため、車体の設計段階において
、有限要素法によるコンピュータシミュレーション解析を用いて、衝突特性や強度剛性特
性を解析する手法が一般的となっている。しかし、これらのプレス成形を想定した複数の
穴を有する薄板形状部品を解析モデルに組み込むためには、一つの大きな問題がある。
【０００７】
　有限要素法では、設計された部品形状を格子状の有限要素に分割して解析モデルを作成
する必要があるが、衝突特性や強度剛性解析では、計算時間の制約や要求する解析精度へ
の適合性から、有限要素法で用いる要素寸法は５～２０ｍｍ程度で実施される場合がほと
んどである。
【０００８】
　しかし、小さな穴を有する薄板形状部品を穴の形状も正確に表現するためには、３ｍｍ
以下の要素寸法で解析モデルを作成する必要があるため、解析に要する有限要素数が５～
５０倍くらいまで飛躍的に増えてしまう。計算時間は要素数に依存するため、小さい穴を
有する部品を解析モデルに組み込むことは計算時間を増大させることにつながる。また、
衝突特性のコンピュータシミュレーション解析に通常使われている有限要素解法は動的陽
解法であるが、動的陽解法における計算時間は要素寸法にも依存する。即ち、増分的に解
を求めていく動的陽解法では、要素寸法が小さくなればなるほど、計算の増分幅が小さく
なり、解析増分数が増加するために計算時間が増大する。さらには、要素数にも依存する
ので、計算効率を大幅に低下させてしまい、従来のように、コンピュータシミュレーショ
ン解析を活用している設計作業に大いに支障を来たすことになる。
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【０００９】
【特許文献１】特開２００８－０００７７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上述のような問題点に鑑み、本発明は、複数の穴を有する薄板形状部品を自動車用部材
など、衝突安全性や強度剛性特性が必要とされる部位に適用する際に、衝突安全性や剛性
をコンピュータシミュレーション解析で効率良く数値解析するための方法を提供すること
を課題とする。
【００１１】
　また、本発明は、衝突安全性や剛性が許容値を満たすように、数値解析により薄板形状
部品の穴を開ける領域を決定し、部品への要求特性を満たしつつ、部品重量を低減する方
法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　以上の課題を解決するために、本発明は、複数の穴を有する薄板形状部品を一つ又は複
数含んで構成される構造体の衝突特性や剛性の特性解析を行うにあたって、薄板形状部品
の形状、物性値及び物理量のデータを入力する形状材料特性データ入力ステップと、入力
された前記薄板形状部品の形状、物性値及び物理量に基づいて、前記薄板構造体の解析モ
デルを作成する解析モデル作成ステップと、複数の穴を配置する前記薄板形状部品の一部
の領域を決定し、前記領域の物性値及び物理量のデータを、予め複数の穴を有する金属パ
ネルに対して実施した引張試験及び／又は曲げ試験により求めた見かけの応力－歪関係に
基づいて算出した物性値及び物理量のデータに置き換えるデータ置換ステップと、前記一
部の領域の物性値及び物理量のデータを置き換えた薄板形状部品を対象として衝突解析又
は剛性解析を行う特性解析ステップを有することを特徴とする複数の穴を有する薄板形状
部品の解析処理方法を提供する。
【００１３】
　上記データ置換ステップにおいて、物性値及び物理量のデータを、引張試験及び／又は
曲げ試験に基づいて算出する代わりに、数値計算により算出することができる。
【００１４】
　また、前記物性値及び物理量は、板厚、弾性係数、塑性係数の何れか１種又は２種以上
を含むものとする。
【００１５】
　更に、薄板形状部品の衝突特性又は剛性が所定値以上となるまで、データ置換ステップ
において前記物性値及び物理量を置換する領域を変えた後、特性解析ステップを繰返し行
い、衝突安全性又は剛性が所定値以上となる複数の穴を有する領域を特定する領域特定ス
テップを有することもできる。
【００１６】
　また、前記複数の穴が直径１０ｍｍ以下の穴として、隣接する穴の中心間の距離が穴の
平均径の１．１～１０倍である場合でも効率的に衝突解析又は剛性解析を行うことを可能
とする。
【００１７】
　また、本発明は、上記で説明した解析処理方法だけでなく、上記方法の各ステップを手
段と読み替えた解析処理装置、上記解析処理方法の各ステップをコンピュータに実行させ
る解析処理プログラム及びそのプログラムをコンピュータに読み取り可能な記録媒体も含
まれる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、複数の穴を有する薄板形状部品を自動車用部材など衝突安全性や剛性
が必要とされる部位に適用する際に、一つまたは複数の薄板部材で構成される構造体の衝
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突特性や剛性特性をコンピュータシミュレーション解析により効率的かつ経済的に数値解
析することが可能である。
【００１９】
　また、本発明は、衝突特性や強度剛性特性が許容値を満たすように、数値解析により薄
板形状構造体における穴を開ける領域を決定し、部品への要求特性を満たしつつ、部品重
量を低減する方法を提供することを可能とし、車体などの鋼板製品の軽量化に大きく貢献
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明では、薄板構造体に含まれる薄板形状部品における特定領域に複数の穴を形成し
て、薄板形状部品への要求特性を満たしつつ、部品重量の低減を図るとき、衝突特性や剛
性が許容値を満たすように、コンピュータシミュレーション処理で効率良く解析しながら
、薄板形状部品に穴を開ける領域を決定できるようにした。
【００２１】
　図１に、本発明による薄板構造体の衝突特性又は剛性の特性解析を実現する実施形態の
処理手順をフローチャート図で示す。以下において、この処理手順は、例えば、コンピュ
ータによって実行されるものとして説明する。
【００２２】
　図１に示された処理手順に従うと、先ず、衝突特性又は剛性の特性解析の元となる、薄
板構造体に含まれる薄板形状部品の形状データと、物性値及び物理量からなる材料特性の
データを入力する（ステップＳ１１、Ｓ１２）。ここで、薄板形状部品の形状データとは
、コンピュータ上で作成される３次元座標値を有するワイヤーフレーム（線）データ又は
サーフェス（面）データであるが、ソリッド（固体）データを用いても良い。これは薄板
形状部品ごとに複数のデータに分かれていても良く、１つのデータの中に複数の薄板形状
部品データが組み合わされていても良い。
【００２３】
　また、物性値には、板厚、ヤング率、縦弾性係数、体積弾性率、せん断弾性率、塑性加
工硬化係数、塑性加工硬化指数、降伏応力、異方性パラメータの１種又は２種以上が含ま
れる。
【００２４】
　次に、ステップＳ１１において入力された薄板形状部品の形状データに基づいて、格子
状のメッシュ分割することにより、薄板構造体の解析モデルを作成する（ステップＳ１３
）。この解析モデルは、板厚中心の座標上で膜体（メンブレン）又は殻体（シェル）要素
によって定義することができる。
【００２５】
　この場合、複数ある薄板形状部品の各々について、ほぼ同一寸法の要素で分割すること
が良い。このとき、計算時間が増大しないように、必要に応じて５～２０ｍｍ程度のサイ
ズで要素分割をしておけば良い。また、溶接部がある場合には、お互いの節点を拘束する
ことにより、離れないような解析条件とすることができる。この解析モデルに対し、有限
要素法ソフトウェアのプリプロセッサを用いて使用する材料に応じた材料特性（弾性係数
、塑性係数）を設定する。
【００２６】
　次いで、作成した薄板構造体の解析モデルに対して、薄板形状部品に複数の穴を配置す
る領域を決定する（ステップＳ１４）。該領域の選択は、解析モデルを表示した画面上で
行えるようにしてもよい。例えば、薄板形状部品の画像上で、マウスにより囲うことで必
要な領域を設定し、該領域内に位置する要素全てを選択領域とする。また、反対に、選択
しない要素を画面上で設定して、設定されていない領域を選択領域としても良い。或いは
、節点の座標値や要素の定義が含まれたコンピュータ上のファイルに対して、エディタ等
の編集可能なソフトを使って、必要な要素番号で該当領域を選択してもよい。
【００２７】
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　選択領域を決定した後に、当該選択した領域に対して、次に説明する方法で測定した見
かけの応力―歪関係に基づいて、材料特性（板厚、弾性係数、塑性係数）を変更する（ス
テップＳ１５）。選択領域の材料特性は、その後に行う特性解析に応じて設定すればよく
、強度剛性解析のように弾性変形内での計算をする場合は、板厚や弾性係数のみを係数倍
して変更してもよい。また、衝突解析のように塑性変形の影響が大きくなる解析では、応
力―歪関係として、得られた見かけの応力―歪関係を設定することが必要である。
【００２８】
　具体的に、当該選択領域に係る材料特性を変更する方法としては、例えば、コンピュー
タ上で選択した要素番号に応じて、対応する材料特性を設定できるソフトを作成して変更
するか、或いは、要素ごとの材料特性の定義が含まれたコンピュータ上のファイルに対し
て、エディタ等の編集可能なソフトを使って選択した要素番号の材料特性を変更してもよ
い。
【００２９】
　選択した領域の材料特性を置換するデータを得るために、設定する複数の穴の寸法、穴
間隔を均等に設置した薄板による材料試験を行う（ステップＳ２１）。穴の寸法や穴間隔
は任意に設定可能であるが、衝突や剛性解析時の極端な応力集中を避けるために、直径１
０ｍｍ以下の円であることが望ましい。穴の径の下限は特に設けないが、現実的な生産性
で加工を可能にするためには、１．０ｍｍ以上とすることが好ましい。また、隣接する穴
の中心間の距離は、穴の平均径の１．１倍より小さいと、実際の加工時に、穴が連結して
しまう恐れがあり、一方、穴の平均径の１０倍より大きいと、応力緩和効果や重量低減効
果が極端に小さくなるので、この範囲を、１．１～１０倍とすることが好ましい。
【００３０】
　通常は、図２（ａ）に示すような、引張試験により所定形状の薄板試験片１の伸び量に
対する荷重Ｐを測定する。図２（ａ）の例では、薄板試験片１には、複数の穴２が配列し
て開けられている。同図中において、ａは、横方向の穴中心間距離を、ｂは、横方向の穴
中心間距離をそれぞれ示しており、例えば、同一寸法の穴２の直径が５ｍｍである場合に
、ａ＝ｂ＝１０ｍｍとすることができる。
【００３１】
　この場合、引張試験の結果が、図２（ｂ）に示される。同一寸法の穴を開けていない材
料の伸びと荷重の関係が、Ａとして示され、穴が開いている材料の伸びと荷重の関係が、
Ｂとして示される。これによれば、同一寸法の穴を開けていない材料の伸びと荷重の関係
Ａに比べ、穴が開いている材料の伸びと荷重の関係Ｂでは、同一伸び量での荷重が低下す
ることが分かる。これは、穴のあいた薄板材としての特性を表しており、材料の応力と歪
の関係が変化しているわけではない。従って、この引張試験による伸びと荷重の関係から
、見かけの応力σと見かけの歪εの関係式として、以下のとおり計算することができる。
【００３２】
　見かけの歪　ε＝ｌｎ（Ｌ／Ｌ0）
　見かけの応力　σ＝Ｐ／Ｓ＝Ｐ×Ｌ／（Ｓ0×Ｌ0）
　ここで、Ｌ0は、引張試験片の標点間距離の初期値（ｍｍ）であり、Ｌは、試験中の標
点間距離（ｍｍ）である。また、Ｐは、測定荷重（Ｎ）、Ｓ0は、引張試験片の断面積（
ｍｍ2）であり、Ｓは、試験中の試験片断面積（ｍｍ2）である。見かけの応力σ（ＭＰａ
）は、Ｐ、Ｓ0、Ｌ0、Ｌだけで計算できるので、試験中の標点間距離Ｌと荷重Ｐを測って
おけば、見かけの応力σと歪εとの関係を得ることができる。
【００３３】
　次に、複数の穴を配置した領域における薄板形状部品の見かけの材料特性として、上記
の計算式で計算された特性値を入力する（ステップＳ２２）。この特性値については、そ
の都度、引張試験を行って得るばかりでなく、予め引張試験を行い、複数種の特性値を記
憶しておき、選択的に読み出して入力するようにしてもよい。
【００３４】
　薄板形状部品の選択領域について、ステップＳ１２で入力された材料特性から、ステッ
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プＳ２２で入力された見かけの材料特性に置き換える（ステップＳ１５）。次いで、ステ
ップＳ１２で入力された特性値とステップＳ２２で入力された特性値とを用いて、薄板構
造体の衝突解析又は強度剛性解析を実施する（ステップＳ１６）。
【００３５】
　ここで、薄板構造体の衝突解析又は強度剛性解析の結果が、所定値以上であるかどうか
を判定する（ステップＳ１７）。この結果が、所定値以上である（Ｙｅｓ）である場合に
は、ステップＳ１４において選択した領域が適切であったとして、複数の穴を配置する領
域を特定できたことになる（ステップＳ１８）。
【００３６】
　一方、ステップＳ１７において、薄板構造体の衝突解析又は強度剛性解析の結果が、所
定値以上でないと判定された場合（Ｎｏ）には、ステップＳ１４に戻り、再度、複数の穴
を配置する領域を決定し直し、前記物性値及び物理量を置換する領域を変えた後、ステッ
プＳ１５及びＳ１６の処理手順を行い、必要が有れば、これらのステップを繰返し行う。
そして、その都度、衝突特性又は剛性が所定値以上となる複数の穴を有する領域を特定す
るようにする。
【００３７】
　以上の手法により作成した解析入力データを用いれば、複数の穴を含む薄板構造体に対
しても、従来と変わらない要素寸法での解析が可能となり、計算時間を増大することなく
、しかも、効率的な解析が可能となる。そして、衝突特性又は剛性に優れた薄板構造体を
、計算時間を増大することなく効率的に計算により算出することができる。
【００３８】
　以上において、図１に示されたフローチャートによる薄板構造体の衝突特性又は剛性解
析の処理手順について説明したが、次に、この処理手順を実行するための解析処理装置に
ついて、図３を参照しながら説明する。
【００３９】
　図３に示されるように、本実施形態による衝突特性又は剛性解析処理装置は、少なくと
も、処理制御手段７、入力手段８、記憶手段９及び出力手段１０を含むものとする。さら
に、処理制御手段７は、解析モデル作成手段７１、穴配置領域決定手段７２、材料特性置
換手段７３、衝突特性・剛性解析手段７４、穴配置領域特定手段７５を有している。
【００４０】
　ここで、処理制御手段７は、中央演算処理ユニット（ＣＰＵ）を備えており、入力手段
８から入力される指示に従って、記憶手段９に格納された処理プログラムに基づき、解析
モデル作成手段７１、穴配置領域決定手段７２、材料特性置換手段７３、衝突特性・剛性
解析手段７４に係る処理機能を実行する。
【００４１】
　入力手段８は、図１のフローチャートにおけるステップＳ１１及びＳ１２、ステップＳ
２２に係るデータの入力機能を有し、更には、ステップＳ１４における穴配置領域の指定
を行うものであり、例えば、キーボード、マウスなどである。さらに、ＵＳＢインタフェ
ースを備えるものであってもよく、例えば、ステップＳ２２の入力の際に、見かけの材料
特性に係るデータなどを、キーボードで逐一入力するのではなく、ＵＳＢインタフェース
を介して入力し、記憶手段９に格納することができる。
【００４２】
　解析モデル作成手段７１は、図１のフローチャートにおけるステップＳ１３の処理機能
を実現するものであり、ステップＳ１１及びＳ１２において入力された薄板形状部品の形
状データ、材料特性データに基づいて、薄板構造体の解析モデルを作成する。この解析モ
デルのデータを記憶手段９に格納するとともに、出力手段１０の液晶ディスプレイなどに
画像として表示するようにしてもよい。
【００４３】
　穴配置領域決定手段７２は、図１のフローチャートにおけるステップＳ１４の処理機能
を実現するものであり、ステップＳ１３で作成された薄板構造体の解析モデルについて、
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入力手段８からの指示に従って、複数の穴を配置する領域を設定する。このとき、マウス
によって、画像表示された解析モデルの図形上で、穴配置領域を決定するようにしてもよ
い。
【００４４】
　材料特性置換手段７３は、図１のフローチャートにおけるステップＳ１５の処理機能を
実現するものであり、ステップＳ１４において決定された穴配置領域に関して、ステップ
Ｓ１２で入力された材料特性データを、ステップＳ２２で入力された見かけの材料特性デ
ータに置き換える処理を行なう。ここで、穴配置領域については、見かけの材料特性デー
タに基づいて、そして、そのたの薄板形状部品については、ステップＳ１２で入力された
材料特性データのままの薄板構造体の解析モデルが作成される。
【００４５】
　衝突特性・剛性解析手段７４は、図１のフローチャートにおけるステップＳ１６の処理
機能を実現するものであり、ステップＳ１５で作成された、見かけの材料特性データを含
む材料特性データによる薄板構造体の解析モデルについて、衝突特性又は剛性特性の解析
を行う。
【００４６】
　穴配置領域特定手段７５は、図１のフローチャートにおけるステップＳ１８の処理機能
を実現するものであり、ステップＳ１７において、ステップＳ１６の解析処理の結果が所
定値以上であると判断された場合、当該薄板形状部品が所定の衝突特性又は剛性特性を満
たし、ステップＳ１４で決定した穴配置領域が適切であったとして、当該薄板形状部品に
設定されるべき穴配置領域を特定する。そして、処理制御手段７は、この結果を、出力手
段１０に出力する。
【００４７】
　以上のように、本実施形態による衝突特性又は剛性解析処理装置は、図１のフローチャ
ートにおける各ステップの処理機能を実現することができる。なお、記憶手段９は、記憶
媒体として、ハードディスク（ＨＤＤ）などであり、さらには、半導体メモリでもよく、
この記録媒体に、図１のフローチャートにおける各ステップの処理機能を実現するプログ
ラムを格納するものとする。以下に、本発明の実施例１及び２について説明する。
【実施例１】
【００４８】
　図４及び５を参照して、本発明の衝突特性又は剛性解析処理に関する実施例１を説明す
る。図４は、実施例１による衝突特性又は剛性解析処理に用いられる薄板構造体の具体例
を示し、薄板形状部品の構造体Ｂ１の斜視図である。３は、ハット断面形状薄板部品であ
り、４は、薄板の当て板である。５は、ハット断面薄板部品３と当て板４を接続固定する
スポット溶接点である。ハット断面形状部品３、当て板４ともに、板厚は１．６ｍｍとし
、縦弾性係数２０６ＧＰａ、降伏応力３６０ＭＰａ、引張り強さ６３２ＭＰａの材料特性
を用いた。なお、ハット断面形状薄板部品３における高さを、ｈ＝７５ｍｍ、その上側の
幅を、ｗ１＝８０ｍｍ、その長さを、ｄ＝３００ｍｍとし、また、当て板４の幅を、ｗ２
＝１３５ｍｍとした。
【００４９】
　剛性解析としては薄板構造体の当て板の両端を変位拘束しておき、中央部をハット断面
部品側から半径５０ｍｍの円筒状の曲げパンチで２０ｋＮの荷重を加える計算を行った。
また、衝突解析としては、部品の片側端部のハット断面形状及び当て板を変位拘束し、も
う一方の端部から質量１６０Ｋｇｆ、速度１５ｍ／ｓで落重衝突する計算を行った。
【００５０】
　穴配置領域に設定する穴の寸法は、直径５ｍｍとし、その穴間隔は、穴中心間距離を１
０ｍｍとして、穴を配置する領域は、図５において斜線が施された四角枠で示されるよう
に、薄板構造体Ｂ２の両端部に近いハット断面の縦壁の両側に２箇所ずつ（図５では、片
側に、符号６－１、６－２で、そして反対側に、符号６－３で示される）とした。
【００５１】
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　解析モデルとしては、先ず、穴を配置しない構造体に対して、要素寸法５ｍｍで均等に
要素分割し、スポット溶接部に対応する位置のハット断面部品と薄板の節点を拘束したモ
デルを作成した。次に、穴配置領域の指定部分に、直径５ｍｍの穴を均等間隔で配置した
ＣＡＤデータを用いて要素寸法１ｍｍで均等に要素分割した解析モデルを比較として作成
した。
【００５２】
　次の表１に、以上のように作成した実施例１に係る薄板構造体に対する曲げ強度の解析
結果及び衝突強度の解析結果を示した。表１には、穴形状を付けたまま作成した解析モデ
ルによる従来の解析方法の結果と、本発明の方法による解析結果（１）乃至（３）とが対
比して示されている。
【００５３】
【表１】

【００５４】
　本実施例により作成した解析モデル形状の穴配置領域のみ縦弾性係数を５２ＧＰａとし
て計算した場合の結果が、解析結果（１）に示されている。変形量の解析結果では、従来
解析方法とほぼ同等の結果が得られたが、計算時間は大幅に短縮できた。
【００５５】
　また、本発明により作成した解析モデル形状の小穴配置領域のみ板厚を０．９６ｍｍと
して計算した場合の結果が、解析結果（２）に示されている。解析後の圧潰後の構造体の
高さは従来の解析に比べ僅かに小さくなったが、設計形状の初期検討段階としては十分有
用なレベルである。一方、計算時間は従来解析方法に比べ大幅に短縮できた。
【００５６】
　さらに、本発明により作成した解析モデル形状の小穴配置領域に対して実験で測定した
見かけの応力－歪関係を点列データとして入力した結果が、解析結果（３）に示されてい
る。解析後の圧潰後の構造体の高さは従来解析方法とほぼ同等の結果が得られたが、計算
時間は大幅に短縮できた。
【実施例２】
【００５７】
　図６は、本発明の実施例２によるハット断面形状部品による薄板構造体Ｂ３を示す斜視
図である。薄板構造体Ｂ３において、ハット断面形状部品に当て板を溶接して衝突解析を
実施した。ハット断面形状部品、当て板とも板厚は１．６ｍｍとし、縦弾性係数２０６Ｇ
Ｐａ、降伏応力３６０ＭＰａ、引張り強さ６３２ＭＰａの材料特性を用いた。衝突解析と
しては、ハット断面幅が大きい側の端部のハット断面形状及び当て板を変位拘束し、もう
一方の端部から質量１６０Ｋｇｆ、速度１５ｍ／ｓで落重衝突する計算を行った。
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【００５８】
　解析モデルとしては、穴を配置しない薄板構造体のデータを用いて要素寸法５ｍｍで均
等に要素分割し、スポット溶接部に対応する位置のハット断面形状部品と当て板の節点を
拘束したモデルを作成した。まず、基準条件として、穴を配置しない条件で衝突解析を行
い、変形ストローク１００ｍｍまでの吸収エネルギ量を計算した。次に、解析モデルを格
子状に領域を分割し、各領域に複数の穴を配置した条件とした実験で測定した見かけの応
力－歪関係を点列データとして、繰り返し計算した。
【００５９】
　基準条件の吸収エネルギ量に対し５％までの低下を許容し、複数の領域に対し、応力－
歪関係を置換して評価した結果、図６に示す縦壁の部分（符号６－４、６－５）に複数の
穴を配置した場合に、最も良い結果が得られた。即ち、吸収エネルギ量は、基準の４．９
％減であるが、部品重量としては、９．６％の低減効果が得られた。
【００６０】
　以上のように、本発明によれば、複数の穴を有する薄板形状部品を、自動車用部材など
衝突安全性や剛性が必要とされる部位に適用する際に、一つまたは複数で構成される薄板
形状部材の衝突特性や剛性特性をコンピュータシミュレーション解析により効率的かつ経
済的に数値解析することが可能である。
【００６１】
　また、本発明は、衝突特性や剛性特性が許容値を満たすように、数値解析により薄板形
状部品の穴を開ける領域を決定し、薄板形状部品への要求特性を満たしつつ、部品重量を
低減する方法を提供することを可能とし、車体の軽量化に大きく貢献できる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の実施形態の処理手順を示すフローチャート図である。
【図２】穴配置された試験片の強度特性を評価する方法を説明する図である。
【図３】図１のフローチャートの処理手順を実施する衝突特性又は剛性解析装置の概要を
説明する図である。
【図４】薄板形状部品による構造体の一例を示す斜視図である。
【図５】図４に示された構造体に穴配置領域を決定した様子を示す斜視図である。
【図６】薄板形状部品による構造体の他の例に穴配置領域を決定した様子を斜視図である
。
【符号の説明】
【００６３】
　１　　薄板試験片
　２　　穴
　３　　ハット断面形状薄板部品
　４　　当て板
　５　　スポット溶接部
　６－１～６－５　　穴配置領域
　７　　処理制御手段
　７１　　解析モデル作成手段
　７２　　穴配置領域決定手段
　７３　　材料特性置換手段
　７４　　衝突特性・剛性解析手段
　７５　　穴配置領域特定手段
　８　　入力手段
　９　　記憶手段
　１０　　出力手段
　Ｂ１～Ｂ３　　薄板構造体
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